
全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期
から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した
必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、出産・子
育てにかかる経済的負担を軽減するために「出産・子育て応援給付金」を
支給します。

出産応援給付金 子育て応援給付金

対象者 母子健康手帳の交付を受けた方 出生した児童を養育する方

給付額 妊婦１人あたり５万円（現金）
児童１人あたり５万円（現金）

※双子の場合は１０万円になります。

支給方法

母子健康手帳交付時または転入時
に、保健師または助産師と面談を行
い、出産応援給付金申請書と妊娠時
アンケートを提出した方に「出産応援
給付金」を支給。

こんにちは赤ちゃん訪問で助産師また
は保健師と面談を行い、子育て応援給
付金申請書と出生後アンケートを提出
した方に「子育て応援給付金」を支給。

申請時期 妊娠中 生後４か月頃まで

給付時期 申請受付後、１～２か月で指定口座に振り込みます。

※原則申請時点で東浦町に住民票がある方が対象です。既に転出されている方は、転出先市町村に相談

してください。

※既に他の自治体で出産・子育て応援給付金の支給を受けた方は、お申し出ください。

問合せ・申請先

東浦町保健センター

〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路21番地

開館時間 平日８時30分から17時15分まで

電話番号 0562-83-9677

上記の面談以外でも、随時電話や来所での相談を受け付けています。
妊娠・出産・子育てのことでお困りのことや、ご心配があるときは、
いつでもご相談ください♪

出産・子育て応援給付金のご案内


